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１．趣旨 

環境省・原子力規制委員会・水産庁・福島県・東京電力（以下「関係機関」と

いう。）で実施している ALPS 処理水に係る海域モニタリングに関し、令和５年

８月 24 日の海洋放出開始後１年間の結果に対する専門家による評価について、

本タスクフォースとしての認識を共有するもの。 

 

２．経緯 

令和３年４月 13日に廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において決定

された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多

核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を踏まえて、ALPS 処理水放出

開始以前の状況における科学的根拠を示せるように、関係機関では令和４年度

から海域モニタリングを強化する形で実施している。 

令和５年８月 24 日の ALPS 処理水海洋放出開始から１年間に採取された試料

について、関係機関の分析結果が全て得られたことから、令和６年 12 月 24 日

に開催した ALPS処理水に係る海域モニタリング専門家会議において、専門家か

ら関係機関の分析結果についての評価1を頂いた。 

 

３．専門家による評価 

 ALPS処理水海洋放出開始後の１年間の海域モニタリング結果に対する専門家

の評価は以下のとおり。 

（１）データの信頼性について 

我が国の海域モニタリングについて、IAEAによる他の分析機関とのデータの

比較評価の結果、日本の分析機関が高い正確性と能力を有していると評価され

ている。このような IAEAの評価や専門家会議での議論を踏まえ、当該モニタ

リングが信頼性の高いデータを有しているものであると考えている。 

 

 
1 第 14回 ALPS処理水に係る海域モニタリング専門家会議 資料２－３

（https://www.env.go.jp/content/000282983.pdf） 

資料１－２ 

https://www.env.go.jp/content/000282983.pdf


（２）海水・水産物・水生生物の結果についての評価 

検出下限値未満という結果を含め、各種基準等2を大幅に下回る結果、又は海

洋放出開始前の変動範囲3や調査結果と同程度（魚類のトリチウム濃度は周囲の

海水と同程度）の結果であった。これらの結果は、人や環境に影響を及ぼすレベ

ルではない。 

 

（３）海水の結果についての補足的な評価 

海水のトリチウム濃度について、放出期間中は放出口近辺で放出開始前と比

べて若干の上昇が見られる場合があるものの、放出停止中の結果から、放出開始

以前のレベルまで濃度が低下している。また放出口から数 kｍ離れると、放出期

間中であってもほぼ放出開始前と変わらない結果である。 

近傍・沿岸海域の海水の表層・底層の放射能濃度について、特段の傾向や季節

変動は見出せない。 

 

４．まとめ及び今後の予定 

 関係機関は、専門家による評価を共通認識とし、引き続きそれぞれの目的に

基づいてモニタリングを実施していく。また、長期的な海域モニタリングとし

て継続的に取り組むとともに、専門家等の意見を踏まえながら、効果的なモニ

タリングの在り方を引き続き検討していく。 

 
2 例）トリチウムの排水に関する国の規制基準：60,000 Bq/L、WHO飲料水ガイダンスレベ

ル：10,000 Bq/L、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多

核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針：1,500 Bq/L 
3 福島第一原子力発電所事故直後の急激な濃度上昇等を除外するため、平成 27年度以降の

データと比較した。 



資料 1-2 別紙 

 

 
 

 


